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政治家の寄附は禁止！政治家の寄附は禁止！

有権者が寄附を求めてもいけません !
贈らない・求めない・受け取らない

　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されており、違反すると処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

政治家からの寄附禁止
　選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄
附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を
除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけま
せん。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注
意してください。

後援団体からの寄附禁止
　政治家の後援団体（後援会など）が選挙区内の人に行う寄附
も、政治家の寄附同様に禁止されています。「政治団体の設立目
的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされています
が、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間
にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止
　政治家が役職員・構成員である会社や団体が選挙区内にある
人に対し、政治家の名前を表示して行う寄附や政治家の名前など
を冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の
寄附同様に禁止されています。

「時候のあいさつ」などにも制限があります

　政治家が選挙区内にある人に年賀状や暑中見舞状などの時候
のあいさつ（電報も含む）を出すのは「答礼のための自筆による
もの」以外は禁止されています。
　また、政治家や後援団体が選挙区内にある人にあいさつする
目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告（いわゆる
名刺広告）を出すと処罰されます。このような広告を出すように
求めることも禁止されています。

■ 禁止されている寄附（例）
・病気見舞い　　　  　・祭りへの寄附や差し入れ
・入学祝、卒業祝　　　・お中元、お歳暮
・葬式の花輪、供花　    ・落成式、開店祝の花輪
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の
  差し入れ
・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物 
  の差し入れ
・結婚祝、香典（政治家本人が
  結婚披露宴、葬式等に自ら
  出席してその場で行う場合は
  罰則が適用されない場合が
  あります）

寄附禁止のルールを守って
明るい選挙を実現しましょう！

問  基山町選挙管理委員会事務局（総務課内）　☎９２－７９１５

　転入・転出などの届出が多い３月下旬から４月上旬について、窓口の混雑緩和のため、住民異動（転入・転出・転居）
に関連する一部の業務に限って、臨時的に開庁します。お気軽にご利用ください。
※通常の開庁時間及び対応業務と異なりますのでご注意ください。
◆開庁日及び開庁時間：令和５年３月 25 日（土）、４月１日（土）の午前８時 30 分から正午まで
◆開庁する窓口及び対応業務

住民課　☎９２－７９３２（役場１階）
住民異動（転入・転出・転居）　　
証明書発行（住民票関係・戸籍関係・所得証明等）
印鑑登録　 　　　
国民健康保険、国民年金の加入喪失

【事前予約】の表示がある業
務は前日までにお電話にて
予約をお願いします。

税務課　☎９２－７９１８（役場１階）
町税に関する納付、相談、納付書発行　　
町税に関する届出、申請受付 こども課　☎９２－７９６８（役場１階）

保育所入退所・保育料【事前予約】
児童手当、子どもの医療費

福祉課　（役場１階）
国民健康保険、国民年金（加入喪失以外）　　
後期高齢者医療

保険年金係
☎９２－７９３４

障がい者福祉サービス、障害者手帳 障がい福祉係
☎９２－７９６４

介護保険、高齢者福祉サービス
新型コロナワクチン接種

プラチナ社会政策室
☎８５－７０５６

教育学習課　☎９２－７９８０（役場２階）

小中学校の転出入・就学相談【事前予約】
放課後児童クラブ入退所【事前予約】

健康増進課　（基山町保健センター）
各種健（検）診予約受付　　
予防接種相談・保健指導【事前予約】

健康増進係
☎９２－２０４５　

母子健康手帳交付
母子保健、ひとり親に関する申請受付

子育て包括支援係
☎８５－９０９５

土曜日の臨時開庁について
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　　町からのお知らせ町からのお知らせ

佐賀県農業協同組合基山町役場内出張所の閉鎖により
窓口取扱業務を変更します 問 出納室　☎９２－７９６９　税務課　☎９２－７９１８

　基山町役場内の佐賀県農業協同組合「基山町役場内出張所」が、令和５年３月 24 日（金）をもって閉鎖となり、
３月 27 日（月）より「派出窓口」となります。
　派出窓口では、基山町の税金・保険料・使用料など、以下の納付書を取り扱います。

取扱いできる納付書

・基山町の税金（町県民税、固定資産税、軽自動
車税（種別割）、国民健康保険税　など）

・基山町町営住宅使用料
・基山町保育料
・下水道受益者負担金
・その他基山町が発行する公金の納付書
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料

取扱できない納付書

・国税、国民年金保険料、県税、基山町以外の市
区町村の公金

・水道料及び下水道使用料、電気料金、電話料金、
ガス料金などの料金

※派出窓口では、預貯金の入出金、両替、振込手続

等はできませんので、ご注意ください。

※町税等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

佐賀共栄銀行における
公金収納業務の変更について

問 出納室　☎９２－７９６９　　税務課　☎９２－７９１８
　 福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４
　 鳥栖地区広域市町村圏組合　☎８５－３６３７

　佐賀共栄銀行では、令和５年３月 31 日をもって二次元
コードのない納付書の公金収納業務を取りやめます。この
ことにより令和５年４月以降は、次のとおりとなります。

▽公金収納ができる納付書

固定資産税及び軽自動車税（種別割）の地方税統一二次
元コード付納付書

※上記以外の納付書については公金収納ができません。
　（例）介護保険料・後期高齢者医療保険料
　　　  町県民税（普通徴収）・国民健康保険税　他
※口座振替については、新規利用申込みも含め、これまで

どおり利用できます。

有
料
広
告

　農家のみなさま、老後の備えは十分
ですか？農業者年金は、みなさまの長
い老後を最後までサポートします。
　保険料は全額社会保険料控除の対象
となります。
▽加入資格
・60 歳未満であること
・年間 60 日以上農業に従事している

こと
・国民年金第１号被保険者であること

問 基山町農業委員会事務局
　（産業振興課内）　
　　☎９２－７９４５

農業者年金に
加入しませんか？


